
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○

薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
医
薬
品
の
検
定
の
申
請
及
び
検
定
機
関
）

（
検
定
の
申
請
及
び
検
定
機
関
）

第
百
九
十
七
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
検
定
の
申
請

第
百
九
十
七
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
検
定
の
申
請

は
、
同
一
の
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
の
医
薬
品
ご
と
に
、
様
式
第
九
十
五
に

又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
の
検
定
の
申
請
は
、
同
一
の
製
造

よ
る
検
定
申
請
書
を
、
当
該
医
薬
品
を
保
有
す
る
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県

番
号
又
は
製
造
記
号
の
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
ご
と
に
、
様
式
第
九
十
五
に
よ

知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

る
検
定
申
請
書
を
、
当
該
医
薬
品
又
は
医
療
機
器
を
保
有
す
る
施
設
の
所
在
地

の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
自
家
試
験
の
記
録
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ

各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

生
物
学
的
製
剤
で
あ
る
医
薬
品
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

（
以
下
「
指
定
製
剤
」
と
い
う
。
）

申
請
に
係
る
同
一
の
製
造
番
号
又
は

製
造
記
号
の
医
薬
品
に
つ
い
て
作
成
し
た
製
品
の
製
造
及
び
試
験
の
記
録
等

を
要
約
し
た
書
類
（
以
下
「
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
」
と
い
う
。
）

二

指
定
製
剤
以
外
の
医
薬
品

自
家
試
験
の
記
録
を
記
載
し
た
書
類

３

指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
係
る
申
請
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
に
定

（
新
設
）

め
る
書
類
の
ほ
か
、
当
該
品
目
に
係
る
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承

認
の
際
に
交
付
さ
れ
る
書
類
（
当
該
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
項
（
法

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
を
行
つ



て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
届
書
（
当
該
交
付
さ
れ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
内
容
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
写
し
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
第
百
九
十

七
条
の
四
及
び
第
百
九
十
七
条
の
五
に
お
い
て
「
承
認
書
」
と
い
う
。
）
の
写

し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
承
認
書
の
内
容
が
、
前
回
の

検
定
の
申
請
時
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

令
第
五
十
八
条
の
検
定
機
関
は
、
生
物
学
的
製
剤
又
は
抗
菌
性
物
質
製
剤
で

３

令
第
五
十
八
条
の
検
定
機
関
は
、
生
物
学
的
製
剤
又
は
抗
菌
性
物
質
製
剤
で

あ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
は
国
立
感
染
症
研
究
所
、
そ
の
他
の
医
薬
品
に
つ
い
て

あ
る
医
薬
品
に
つ
い
て
は
国
立
感
染
症
研
究
所
、
そ
の
他
の
医
薬
品
又
は
医
療

は
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
と
す
る
。

機
器
に
つ
い
て
は
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
と
す
る
。

５

令
第
五
十
八
条
の
出
願
者
は
、
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る
法

４

令
第
五
十
八
条
の
出
願
者
は
、
当
該
品
目
に
係
る
法
第
十
四
条
の
承
認
若
し

第
十
四
条
の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
製
造
販
売
業
者
又
は
法
第
十
九
条
の
二
の

く
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
認
証
を
取
得
し
て
い
る
製
造
販
売
業
者
又
は
法
第

承
認
を
取
得
し
て
い
る
外
国
特
例
承
認
取
得
者
に
係
る
選
任
製
造
販
売
業
者
と

十
九
条
の
二
の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
外
国
特
例
承
認
取
得
者
若
し
く
は
法
第

す
る
。

二
十
三
条
の
二
の
認
証
を
取
得
し
て
い
る
外
国
指
定
管
理
医
療
機
器
製
造
等
事

業
者
（
以
下
「
外
国
特
例
認
証
取
得
者
」
と
い
う
。
）
の
選
任
す
る
製
造
販
売

業
者
と
す
る
。

６

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
令
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定

５

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
令
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
貼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
）

第
百
九
十
七
条
の
二

製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
に
は
、
当
該
品
目
に
係
る
法

（
新
設
）

第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
内
容
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
品
の
名
称

二

承
認
番
号



三

製
造
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

製
造
販
売
業
者
又
は
選
任
製
造
販
売
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地

五

製
造
年
月
日
及
び
製
造
量

六

製
造
番
号
又
は
製
造
記
号

七

原
材
料
（
シ
ー
ド
及
び
セ
ル
バ
ン
ク
を
含
む
。
）
に
関
す
る
情
報

八

使
用
し
た
中
間
体
及
び
原
液
等
の
名
称
及
び
構
成

九

製
造
工
程
及
び
品
質
管
理
試
験
の
記
録

十

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

（
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
及
び
変
更
）

第
百
九
十
七
条
の
三

製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
は
、
製
造
販
売
業
者

（
新
設
）

（
選
任
製
造
販
売
業
者
を
含
む
。
第
百
九
十
七
条
の
七
か
ら
第
百
九
十
七
条
の

十
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
に
基
づ
き
、
品
目
ご
と
に
、
国
立
感
染
症

研
究
所
が
作
成
し
、
又
は
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
の
申
請
）

第
百
九
十
七
条
の
四

製
造
販
売
業
者
は
、
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い

（
新
設
）

て
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
国
立
感
染
症

研
究
所
に
対
し
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
を
申
請
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
同
項
の
承
認
を
受
け

た
後
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
が
作
成
さ
れ
る
前
に
、
当
該
品
目

に
つ
い
て
同
条
第
九
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
二
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資
料



を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
品
目
に
係
る
承
認
書
の
写
し

二

当
該
品
目
に
係
る
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
案

三

そ
の
他
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
に
必
要
な
資
料

３

指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請

を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
同
項
の
承
認
を
受
け
た
後
速
や
か
に
製
造
販
売

を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
る
前
に
お
い
て
も
、
国
立

感
染
症
研
究
所
に
対
し
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
二
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資
料

を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
品
目
の
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
申
請
書
の
写
し

二

当
該
品
目
に
係
る
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
案

三

そ
の
他
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
に
必
要
な
資
料

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
品
目
に
つ

い
て
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
品
目

に
係
る
承
認
書
の
写
し
を
国
立
感
染
症
研
究
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
６

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
が
当
該
品
目
に
つ
い

て
法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
ら
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
は

取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。



（
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
等
の
申
請
）

第
百
九
十
七
条
の
五

製
造
販
売
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
製
造
・
試
験
記

（
新
設
）

録
等
要
約
書
の
様
式
が
作
成
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
国
立
感
染
症
研
究
所
に
対
し
、
当
該
製
造
・
試

験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
又
は
変
更
の
確
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

当
該
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
九
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合

二

当
該
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
十
項
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
よ
り
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
が
必
要
と
な

る
場
合

三

そ
の
他
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
が
必
要
と
な
る
場
合

２

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
三
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資
料

を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前

項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
申
請
に
お
い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
資
料

は
、
当
該
承
認
書
の
内
容
が
前
条
又
は
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
承
認

書
の
う
ち
直
近
の
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

一

当
該
品
目
に
係
る
承
認
書
の
写
し

二

当
該
品
目
に
係
る
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
変
更
後
の
様
式
の
案
（

変
更
の
必
要
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

三

そ
の
他
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
の
た
め
に
必
要
な
資

料

３

指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
四
条
第
九
項
の
承
認
の
申
請



を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
同
項
の
承
認
を
受
け
た
後
速
や
か
に
製
造
販
売

を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
九
項
の
承
認
を
受
け
る
前
に
お
い
て
も
、
国
立

感
染
症
研
究
所
に
対
し
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
又
は
変

更
の
確
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
申
請
は
、
様
式
第
九
十
五
の
三
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資
料

を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第

一
号
に
掲
げ
る
資
料
は
、
当
該
承
認
書
の
内
容
が
前
条
又
は
こ
の
条
の
規
定
に

よ
り
提
出
し
た
承
認
書
の
う
ち
直
近
の
も
の
か
ら
変
更
が
な
い
と
き
は
、
提
出

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

当
該
品
目
の
承
認
書
及
び
法
第
十
四
条
第
九
項
の
承
認
に
係
る
申
請
書
の

写
し

二

当
該
品
目
に
係
る
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
変
更
後
の
様
式
の
案
（

変
更
の
必
要
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

三

そ
の
他
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
の
た
め
に
必
要
な
資

料

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
品
目
に
つ

い
て
法
第
十
四
条
第
九
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
品
目

に
係
る
承
認
書
の
写
し
を
国
立
感
染
症
研
究
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
６

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
が
当
該
品
目
に
つ
い

て
法
第
十
四
条
第
九
項
の
承
認
を
受
け
ら
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
は

取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。



第
百
九
十
七
条
の
六

第
百
九
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法

（
新
設
）

第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い

て
同
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
百
九
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
製
造

販
売
業
者
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
選
任
製
造
販

売
業
者
に
係
る
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
」
と
、
「
同

条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第

九
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
百
九
十
七
条
の
四
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
同
項
の
承

認
の
申
請
を
行
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百

九
十
七
条
の
四
第
三
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の

二
第
一
項
」
と
、
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
に
規
定
す
る
者
に

係
る
選
任
製
造
販
売
業
者
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
販
売
業
者
は

、
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
選
任
製
造
販
売
業
者
に
係

る
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
」
と
、
「
法
第
十
四
条
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の

は
「
選
任
製
造
販
売
業
者
に
係
る
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
」

と
、
「
法
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

３

第
百
九
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
外
国
特
例
承
認
取
得



者
が
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
九
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
九
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
製
造
販
売
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
選
任
製
造
販
売
業
者
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
四
条
第
九

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条

第
九
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九

条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
十
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

４

第
百
九
十
七
条
の
五
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
外
国
特
例
承
認

取
得
者
が
指
定
製
剤
に
該
当
す
る
品
目
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
九
項
の
承
認
の
申
請
を
行
つ
た
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
九
十
七
条
の
五
第
三
項
中
「
第
十

四
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
四
条
第
九
項
」
と
、
「
製
造
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
特
例
承
認

取
得
者
に
係
る
選
任
製
造
販
売
業
者
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
四
条
第
九

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条

第
九
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
製
造
販
売
業
者
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
選
任

製
造
販
売
業
者
は
、
当
該
選
任
製
造
販
売
業
者
に
係
る
外
国
特
例
承
認
取
得
者

が
」
と
、
「
第
十
四
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
九
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
製
造
販
売
業
者

」
と
あ
る
の
は
「
選
任
製
造
販
売
業
者
に
係
る
外
国
特
例
承
認
取
得
者
」
と
、

「
第
十
四
条
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
四
条
第
九
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



（
資
料
の
提
出
）

第
百
九
十
七
条
の
七

国
立
感
染
症
研
究
所
は
、
第
百
九
十
七
条
の
三
の
申
請
を

（
新
設
）

行
つ
た
製
造
販
売
業
者
又
は
法
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
原
薬
等

を
製
造
す
る
者
に
対
し
て
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
作
成
又
は

変
更
の
た
め
に
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
立
感
染
症
研
究
所
と
製
造
販
売
業
者
と
の
協
議
）

第
百
九
十
七
条
の
八

国
立
感
染
症
研
究
所
は
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の

（
新
設
）

様
式
の
作
成
又
は
変
更
に
当
た
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
第
百
九
十
七
条
の
三

の
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
立
感
染
症
研
究
所
に
よ
る
様
式
の
変
更
）

第
百
九
十
七
条
の
九

国
立
感
染
症
研
究
所
は
、
第
百
九
十
七
条
の
三
の
規
定
に

（
新
設
）

か
か
わ
ら
ず
、
作
成
し
た
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の
様
式
の
変
更
が
必
要

と
な
つ
た
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
様
式
に
係
る
製
造
販
売
業
者
と
協
議
の
上

、
当
該
様
式
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
製
造
販
売
業
者
へ
の
通
知
）

第
百
九
十
七
条
の
十

国
立
感
染
症
研
究
所
は
、
製
造
・
試
験
記
録
等
要
約
書
の

（
新
設
）

様
式
を
作
成
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
当
該
作
成
又
は
変
更
の
申
請
を
行
つ
た

製
造
販
売
業
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
様
式

に
係
る
申
請
を
行
つ
た
製
造
販
売
業
者
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。



（
医
療
機
器
の
検
定
の
申
請
及
び
検
定
機
関
）

第
百
九
十
七
条
の
十
一

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
の
検

（
新
設
）

定
の
申
請
は
、
同
一
の
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
の
医
療
機
器
ご
と
に
、
様
式

第
九
十
五
に
よ
る
検
定
申
請
書
を
、
当
該
医
療
機
器
を
保
有
す
る
施
設
の
所
在

地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
自
家
試
験
の
記
録
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

令
第
五
十
八
条
の
検
定
機
関
は
、
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
国
立
医
薬
品
食

品
衛
生
研
究
所
と
す
る
。

４

令
第
五
十
八
条
の
出
願
者
は
、
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
品
目
に
係
る

法
第
十
四
条
の
承
認
若
し
く
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
認
証
を
取
得
し
て
い
る

製
造
販
売
業
者
又
は
法
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
取
得
し
て
い
る
外
国
特
例
承

認
取
得
者
若
し
く
は
法
第
二
十
三
条
の
二
の
認
証
を
取
得
し
て
い
る
外
国
指
定

管
理
医
療
機
器
製
造
等
事
業
者
（
以
下
「
外
国
特
例
認
証
取
得
者
」
と
い
う
。

）
の
選
任
す
る
製
造
販
売
業
者
と
す
る
。

５

第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
百
九
十
七
条
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る

。


